
資料１ 

新型コロナウイルス感染症に係る鳥取・兵庫両県の対応状況について 

 

指標等 鳥取県 兵庫県 

新規陽性

患者数 

注意報は 7/15 まで 

県東部１人（7/17 現在）入院中 

感染小康期 

10 人未満（4.4人 7/14 現在） 

※１日当たり（直近１週間平均） 

対応の方向性：予防 

7/10～社会活動の見直し 

基本事項 ●鳥取型「新しい生活様式」 

「新型コロナ克服３カ条」 

・人と人 間
あいだ

が愛
あい

だ 

・三つもの 密
みつ

だとミスだ 

・幸せは 予防
よ ぼ う

で呼
よ

ぼう 

●「ひょうごスタイル」 

・感染拡大を予防する「日常生活」（ライフ

スタイル） 

・感染拡大を予防する「働き方」（ワークス

タイル） 

・自然災害と感染症との「複合災害」への備

え（災害文化） 

地域間の

移動 

●往来を注意すべき地域として県民にお知

らせ（7/8 現在） 

【特別感染警戒地域】東京都 他２県 

【重要感染警戒地域】神奈川県 他２府県 

【感染警戒地域】北海道 他７府県 

●東京都など人口密集地との不要不急の往

来を控えるよう努める。 

外出自粛 〇３密を避け、感染防止距離（約２ｍ）を確

保、マスクの着用・手洗いの遂行 

●発熱等の場合、外出を控える。 

●接待を伴う飲食店等の出入りについて

は、特段の注意を払う。 

イベント

開催自粛 

〇感染防止策を徹底して以下の基準で実施 

屋内：5,000 人以下かつ定員の半分以下 

屋外：5,000 人以下かつ距離を十分確保 

●全国的・参加者 1,000 人以上は本部への事

前相談。またすべての参加者の連絡先等を

把握 

〇感染防止策を徹底して以下の基準で実施 

屋内：5,000 人以下かつ定員の半分以下 

屋外：5,000 人以下かつ距離を十分確保 

●全国的・大規模イベントは延期等、慎重な

対応を促す 

●全国的・参加者 1,000 人以上は本部への

事前相談 

事業活動

の制限 

●県版ガイドラインを 11業種で策定 

●新型コロナウイルス感染症予防対策「協賛

店」制度を導入 

●高度な感染予防策に取り組む事業者に対

し、協賛店のモデルとなる「認証」制度（２

店舗） 

●業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等

に基づく対策を徹底（検温、換気、人数制

限、連絡先登録など） 

●「兵庫県新型コロナ追跡システム」への登

録 

観光 ●県をまたぐものを含めて徐々に実施 

・体調に不調が生じた場合は、来県を控えて

いただく 

●県内に加えて、県外からの積極的な呼び

込みを実施 

災害 ●避難所での感染症対策 

・避難所の事前確認、体調確認 

・マスク、体温計、消毒液の持参 

・避難所における感染防止距離の確保、換気

の実施 

●新型コロナウイルス感染症に対応した避

難所運営ガイドラインの活用 

●複合災害に対応するための事前準備 

（避難所確認、避難判断のアプリ活用） 

 

1



2



3


